
 
 
 
 
官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年六月一日法律第百八十一号）（抄）  
                               最終改正：平成二四年三月三一日法律第一五号  
（用語の定義）  
第二条  この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。  

（保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置）  
第八条  国土交通大臣は、庁舎が建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例、又は前条第一項若
しくは第二項の規定に適合せず、且つ、保安上又は防火上危険であると認める場合においては、各
省各庁の長に対して、方法及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替その他必要な措置をする
ことを勧告することができる。  

２  各省各庁の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、こ
れに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。  

（国土交通大臣の行う営繕等）  
第十条  国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣
が行うものとする。  
一  一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設（第三号イ、ロ

及びヘに掲げるものを除く。）  
二  合同庁舎の営繕及びその附帯施設の建設（第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。）  
三 前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設

のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設 
（以下、省略）   

（国家機関の建築物の保全）  
第十一条  各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければな
らない。  

（国家機関の建築物の点検）  
第十二条  各省各庁の長は、その所管に属する建築物（建築基準法第十二条第二項 に規定するものを
除く。次項において同じ。）で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定める
ところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第一項 の資格を有する者に、損傷、
腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

 ２  各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備に
ついて、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基
準法第十二条第三項 の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければな
らない。  

（国家機関の建築物に関する勧告等）  
第十三条  国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全に
ついて基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 

 ２  国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並び
にこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

 ３  国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認
めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。  
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国有財産法（昭和二十三年六月三十日法律第七十三号） （抄）  
                               最終改正：平成一九年六月一日法律第七四号  
（総括、所管換及び所属替の意義）  
第四条  この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行
うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び
現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。  

 ２  この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大
臣、最高裁判所長官及び会計検査院長（以下「各省各庁の長」という。）の間において、国有財産
の所管を移すことをいう。  

 ３  この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の
部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。  

（行政財産の管理の機関）  
第五条  各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。  

（国有財産の総括の機関）  
第七条  財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。  

（管理及び処分の原則）  
第九条の五  各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、
用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならな
い。 

（管理及び処分の総括）  
第十条  財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があ
ると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する
資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置
を求めることができる。 

 ２  財務大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、そのとった措置につ
いて報告を求めることができる。  

 ３  財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、
各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必
要な指示をすることができる。  

 ４  財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途
に供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、
その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員に実地監査をさせることができる。   

第十四条  次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議し
なければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定
める場合に該当するときは、この限りでない。  
一  行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。  
二  普通財産を行政財産としようとするとき。  
三  行政財産の種類を変更しようとするとき。  
四  行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。  
五  行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。  
六  行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。  
七  国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。  
八  特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により

使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。 
九  普通財産である土地（その土地の定着物を含む。）を信託しようとするとき。  
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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法  
（昭和三十二年五月二十日法律第百十五号） （抄）  

                          最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号 
 
（庁舎等使用現況及び見込報告書）  
第三条  各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年
度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書（以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」と
いう。）を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 

 ２  各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、
そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。  

（庁舎等の実地監査等）  
第三条の二  財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各
省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関
する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。  

（庁舎等使用調整計画）  
第四条  財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁
舎等について国有財産法第十条第一項 若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しく
は実地監査を行った場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎
等の使用調整に関する計画（以下「庁舎等使用調整計画」という。）を定め、遅滞なく、これを関
係の各省各庁の長に通知しなければならない。   

２  財務大臣は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計
画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を
関係の各省各庁の長に通知しなければならない。  

３  財務大臣は、前二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合におい
て、必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。  

４  財務大臣は、第一項及び第二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。  

５  財務大臣は、第一項、第二項及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基
づいて庁舎等の使用調整を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途
の変更その他必要な措置を求めることができる。 

６  前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、
財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。  
一  不用となるべき第二条第二項第一号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。  
二  第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。  
三  国有財産法第十八条第二項第四号 の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分（次項に

おいて「余裕部分」という。）を貸し付けること。  
７  財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとする
ときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。  
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